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２月１３日から
戸籍事務がコンピュータ化されます

写真はイメージです

　戸籍は皆さんが生まれてから一生を終えるまでの夫婦、親子、兄弟関係などを公証できる唯一のものです。
　五條市では市民サービスの向上と事務の効率化・近代化を実現するため、２月13日（火）から戸籍のコンピュータ
処理を開始します。
  現在の戸籍はすべて改製されて、戸籍謄（抄）本は全部（個人）事項証明書と呼び名がかわります。今までの五條市の
戸籍は出生や婚姻、死亡等の事項が縦書きの文章で構成され、和紙に手書きまたはタイプライターで記載されていま
した。今回のコンピュータ化によって、文章だった記載内容が項目化され、また書き癖等によりわかりにくかった文
字もコンピュータの活字で表示されるため大変読みやすい戸籍になります。
　また、西吉野町や大塔町に戸籍がある場合は、それぞれの支所でしか戸籍が取れませんでしたが、コンピュータ化
により支所ではもちろん、本庁でも戸籍の発行ができるようになります。

証明書は次のようになります

導入効果について
◆ 証明発行の迅速化が実現
◆ 戸籍記載の正確性確保（誤記載の防止）
◆ 本庁・支所でも発行可能

�2月13日から戸籍事務がコンピュータ化されます



従　来 コンピュータ導入後 
五條１丁目１番地の１ 五條１丁目１番地１

変更項目 今までの証明書 コンピュータ化後

名　　 称
謄本（全員） 全部事項証明
抄本 （個人） 個人事項証明

様　　 式
Ｂ４判横長（謄本）

Ａ４判縦長
Ｂ５判縦長 （抄本） 

書　　 式 縦書き（文章体） 横書き（項目化）
用　　 紙 白紙 改ざん防止用紙
公　　 印 朱肉印 電子印（黒色） 
手 数 料 450円 450円

現在戸籍に記載されている文字 コンピュータ化後の文字 現在戸籍に記載されている文字 コンピュータ化後の文字

藏 紀
重 慶
紘 嶋
藤 憲
眞 壽
善 泰
喜 博
花

一　例

本籍番地の表示も変わります
　戸籍がコンピュータ化されることにより、本籍番地の「の」の表示が、次のとおり記載されなくなります。

戸籍で使用する文字を統一します
　戸籍で使用する文字を常用漢字や人名漢字、漢和辞典に正式な文字として掲載されている文字に統一します。
　なお、現在戸籍に記載されている氏名がコンピュータに登録できない文字の場合は、１月中旬に文書で該当者にお
知らせしています。（書き癖など、デザイン上の違いと見られる文字の場合を除きます。）

　今回の変更によって印鑑証明、運転免許証などの変更手続きをする必要はありません。

除籍や原戸籍は今まで通りです
　コンピュータ化後の新しい戸籍には、婚姻や死亡等によりすでに戸籍から除かれている場合は記載されません。そ
の除かれた事項等の記載が必要な場合には、平成改製原戸籍（手数料１通750円）を請求してください。除籍や原
戸籍については、５月中旬からのコンピュータ化となりますので、それまでは今まで通りの形式で発行します。コン
ピュータ化されるまでは本庁、支所、それぞれ別管轄となります。

附票も改製されます
　附票とは、その戸籍ができてからの住民登録の異動を記録したものです。
　改製後の附票には、改製時点での現住所のみを記録し、その後の異動は追加して記録されます。
　これまでの附票は「改製原附票」として５年間保存されます。（手数料１通200円）

主な変更項目

五條市に本籍のある人が対象です
　住民登録しているのが五條市でも、本籍が他市町村にある場合は対象になりません。
■問合先　市民課　本（内線261、263、300）

�



こんにちは
ルーカス・クラークソン
外国語指導助手（ALT）

です

私が控えるわけ
　私は菜食主義者ではありません。アメリカの中西部出身なので鶏肉、豚肉、牛
肉等すべての種類の肉を食べてきました。正直言うと一番好きなのは、ミディア
ムからレアぐらいのジューシィーな、少量のソースを添えたステーキです。しか
し日本に来てから、私の牛肉の摂取量はものすごく少なくなりました。私の食事
にシーフードが加わったので、必要なタンパク質はそれらで十分補えることがわ
かりました。また牛肉の摂取を少なくすることで、より健康的になることもわか
りました。その上、そのことが世界の生態系改善に役立ち、貧困で飢えた人々を
救うことになるのです。
　私がより節度のある食事を選ぶようになったのは、もっと健康になりたいとい
う純粋に個人的な理由からです。過剰な牛肉の摂取は心臓血管の病気、ガン、肥
満などを引き起こす可能性があることは常識です。こういったものはだれにとっ
ても歓迎できません。アメリカの食習慣から抜けきれない私は、毎日肥満を意識
します。牛肉は私たちが必要とするタンパク質を補給してくれますが、過剰な消
費はただ腰や首の回りに脂肪の輪を増やすだけで、それが多くの病気につながる
のです。
　現在、世界の生態系は危機的な状況にあるといえます。私たちが牛肉、豚肉、
鶏肉などを控えることが生態系の改善につながるのです。昔、人類が農業を始め
たときから、土地の弱体化が始まりました。農地が栄養をなくすにつれ、土地の
生産性を高めるために化学肥料を注がなければならなくなります。こういった化
学肥料は土地や大気を汚染するだけでなく石油への依存を強めます。さらに、農
業に加えて牧畜が導入されるとこれらの土地はどんどん、人間に食料を直接的に
供給するためだけでなく、牛や豚、鶏の飼料にするための作物を作るために使わ
れるようになりました。本来ならば、地球上の多くの貧困と飢えに苦しんでいる
人々を救えるはずのエネルギーや土地が大規模に浪費されるのです。
　私が控えようと決めたもう一つの理由は（反対意見もあるかもしれませんが）、
動物の権利にかかわるものです。生態系の学者リチャード・マニングは次のよう
に言っています。「牛たちは肩を押し合わなければならないほどの空間の中に詰め
こまれ、排せつ物にひざまでつかり、穀物を無理やり押し込まれ、こういった監
禁状態が必然的に生み出す病気を防ぐために抗生物質を絶えず注入されながら生
きている」と。
　多くの人々は、人間が自然の秩序の中で特別の位置を占め、動物たちは当然、
従属的な位置にあると考えます。それだけなら良いかもしれませんが、たとえば
ＢＳＥ（狂牛病）の発生でもわかったように、動物たちの被監禁状態が人間の生
命に危険を及ぼすとするならば、私たちは人間の特権というものについて、再考
しなければなりません。
　私は日本について素晴らしいと思う点がたくさんあります。特に西洋の近代文
明の波に対してある部分、きちんと抵抗していることです。しかし私はアメリカ
式ファーストフード店のそばを通る時、そうとばかりも言えないなという気にな
ります。産業的な牛肉、豚肉、鶏肉の消費を制限することで、私たちは体を守る
だけでなく、全地球の健康と安定に貢献することができるのです。

＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。
　英語版は中央公民館にあります。

他人事  その考えが赤信号

　子どもたちを犯罪から守りましょう
　私たちは地域の中で育ってきました。もう一度地域の環境を再点検し、
手を取り合って子どもたちを犯罪から守りましょう。

■問合先　青少年センター　☎２４・３００４

（「子どもの安全」に関する入選標語）

�国際交流



▼外れていないか
▼穴が開いていないか
▼グラグラしていないか

▼鳥の巣や落ち葉などで
詰まっていないか

▼強風や大雪のあとは、
はずれ・壊れがないか

　ガスによる死亡事故の大半は、ガス機器から発生した排気に含まれている一
酸化炭素によるものです。一酸化炭素は毒性が強く、わずかな量でも死に至る
ことがありますが、日ごろからの注意により、事故を防ぐこともできます。

五條市消防本部　☎22・3310

　３月１日（木）〜７日（水）まで春の火災予防運動が実
施されます。
　また、山火事予防・車両火災予防運動も併せて行い
ます。
　これからの季節、空気が非常に乾燥し火災が発生し
やすくなりますので、火気の取り扱いには十分注意し
てください。
火災予防統一標語
「消さないで　あなたの心の　注意の火。」

■問合先　五條市消防本部　☎２２・３３１０

春の
火災予防運動

ガス事故を防ぐための注意
ガスをご利用の皆さんへ

○ガス機器をご使用の際は、「換気扇をまわす」「窓を開ける」など、換気に気を付けましょう。
　ガスが燃えるには、外からの空気が必要です。
　換気をしない場合、一酸化炭素中毒により死に至る可能性があります。

○煙突（排気筒）のついたガス機器をご使用の場合、煙突が外れることにより、死亡事故に至る可能性があります。
　一酸化炭素を含んだ排気が漏れて、中毒により死に至る可能性があります。
　煙突がはずれていないか、鳥の巣や落葉などで詰まっていないかなど、日ごろからご自身で確認しましょう。

○屋外設置式のガス機器であれば、一酸化炭素中毒による死亡事故を予防することができます。
　詳しくは、メーカーまたはご利用のガス会社・ＬＰガス販売店までお問い合わせください。
　また、ガス警報器を設置すると事故防止により効果的です。

平成１８年度
伊勢湾口道路・東海南海連絡道合同講演会

　太平洋新国土軸構想の主要な部分を
構成する「伊勢湾口道路」、「東海南海連
絡道」の早期実現を目指し、道路を取り
巻く現状や課題を広く地域の方々に情
報を発信するため講演会を開催します。

■日時　２月13日（火）午後１時30分から（２時間程度）
■場所　市民会館

【第１部】　▽テーマ　「万葉びとの旅、その楽しみ」
▽講師　上野　誠　氏（奈良大学文学部国文学科教授、奈良
県立万葉文化館万葉古代学研究所副所長）

【第２部】　▽テーマ　「紀伊半島の道づくりに関する提言」
▽講師　吉川　和広　氏（京都大学名誉教授、東海南海交流
研究会座長）
■問合先　企画調整課　本（内線306、214）
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場　　所 日　　　時

市役所　本庁　　　　税務課
２月16日（金）〜３月15日（木）

（土・日曜日は除く） 午前８時30分〜午後５時15分　　　　西吉野支所　住民課 

　　　　大塔支所　　住民厚生課

会　　場 場　　所 日      時

五條会場 市民会館
（３階会議室）

２月16日（金）〜３月15日（木）
（土・日曜日は除く）
※混雑時は受付終了時刻を繰り上げます。

上記の期間中、税務署員・税理士による
相談日

２月19日（月）〜２月23日（金）

○午前の部
　午前10時〜正午
　（受付：午前９時〜11時30分）
○午後の部
　午後１時〜３時30分
　（受付：午後０時30分〜３時）

西吉野会場 市役所　西吉野支所 ２月20日（火）、２月22日（木） 

大塔会場 市役所　大塔支所 ２月19日（月）、２月23日（金）

申告期間　２月16日（金）〜３月15日（木）　（土曜・日曜日は除く）

市県民税の申告　所得税の申告は正しくお早めに

　市役所税務課では、平成19年度（平成18年分所得）の市・県民税申告および平成18年分の所得税確定申告の
相談および申告書の受付を次の日程で行います。

●市県民税の申告の受付

■市県民税の申告が必要な人
平成19年１月１日現在、市内に居住があった人で、次の人は市・県民税の申告が必要になります。
○平成18年中に営業等・農業・不動産所得などがあった人で、税務署への確定申告が必要でない人。
○サラリーマン・パート・アルバイトなどの給与所得者で、次に当てはまる人。
　・給与支払報告書が勤務先から五條市役所へ提出されていない人。（勤務先で確認してください。） 
　・年末調整された給与所得および退職所得以外の各種所得金額が20万円以下の人。
○公的年金の収入などがある人で、所得税がかからず、市・県民税の所得控除を受けようとする人。
○病気・その他で所得のなかった人や非課税所得（雇用保険・障害者年金・遺族年金等）などで生活していた人。
　なお、税務課から「申告書」と「申告書の書き方」を２月上旬に郵送しますが、上記に該当する人で、届かな
い場合は、税務課まで問い合わせてください。

●所得税確定申告の相談会

※西吉野会場・大塔会場へ、上記の申告相談日に来場できない場合は、申告期間中については五條会場でも申告
相談・受付できます。

■所得税の確定申告が必要な人
○事業所得（営業・農業等）・不動産・一時所得などがある人
　平成18年中の「所得金額の合計額」から「基礎控除その他の所得控除の合計額」を差し引き、その金額に基づ
いて「計算した税額」が「配当控除額」と「平成18年分の定率減税」を差し引いて残額のある人。
○サラリーマン・パート・アルバイトなどの給与所得者で次に当てはまる人。
　・給与収入が２，０００万円を超える人。
　・年末調整された給与所得や退職所得以外の各種所得金額が20万円を超える人。
○公的年金等を２か所以上からもらっている人。
　公的年金等を２か所以上からもらっていて、それぞれの公的年金等受給額を合算して計算した結果、所得
税を納めなければならない人、または還付がある人。

�くらしのメモ



収支計算とは

収入金額−必要経費＝所得金額

・出荷伝票や仕切書などの収入金額の分かる書類
・請求書や領収書などの支払金額のわかる書類

の保存や記帳が必要です。

●所得税の確定申告および市県民税の申告に必要なもの
□申告書（所得税および市県民税）、収支内訳書（営業・農業・不動産等所得者）、印鑑、申告者本人の金融機
関の口座番号（所得税の納付および還付を口座振替等で行う場合）
□昨年（平成17年中所得）の申告書の控え
□収入および必要経費のわかる書類
　・＜給与所得者＞　勤め先からの源泉徴収票　・＜年金受給者＞　社会保険庁などからの源泉徴収票
　・＜営業・農業・不動産等所得者＞　収入や必要経費がわかる帳簿（収支内訳書に転記しておいてください。）
□社会保険料の支払額を確認できる書類
　・国民健康保険税　・介護保険料　　・国民年金保険料控除証明書
□生命保険料控除証明書（・一般の生命保険料　　・個人年金の生命保険料）
□損害保険料控除証明書
□扶養する親族に収入がある場合、その収入のわかる資料　（源泉徴収票等）
□医療費控除を申告する人
　・医療機関等の領収書（平成18年中の領収印があるもので、整理して合計しておいてください。）
　・保険組合や保険会社から補てん金がある場合その金額がわかるもの

　所得税確定申告の相談会を利用するにあたってのお願い

　例年、申告期限が間近になると、市役所の申告会場（五條・西吉野・大塔会場）が混雑し、長時間お待ちいただ
く場合があります。このような混雑を少しでも緩和するため、所得税確定申告を市役所の各会場で申告する場合
は、次の点にご注意・ご協力をお願いします。

●土地・建物や株式等を売却した時の譲渡所得（分離課税）等を伴う申告および消費税の申告相談は、税務署で
行ってください。

　分離課税等を伴う申告および消費税の申告は、申告書作成に相当の時間がかかる場合が多く、混雑の要因となっ
ています。あくまでも、確定申告の最終審査を行うのは、所得税および消費税を管轄する税務署になりますので、
これらの確定申告については、直接税務署で行ってください。

●税務署が推進する「自書申告」の方針に基づき、申告書および収支内訳書には、事前に記入できるところは記
入しておいてください。

　「自書申告」とは、納税者が自ら申告書を記入し、作成して税務署に提出することです。よって、申告書には事
前に氏名、住所、扶養親族等、記入できるところは記入しておいてください。
　特に、事業（営業・農業等）所得がある場合は、年間の収入や必要経費などを自分で整理・分類し、収支内訳書
に記入しておいてください。整理されていない場合は、申告の受付ができないことがあります。

●医療費控除を伴う確定申告は、まず自分で整理・計算をお願いします。

　医療費控除の適用を受けるには、前年中に医療機関等で支払った領収書が必要です。医療費控除に関する領収
書の整理・分類・合計などを事前に済ませたうえで来場してください。整理されていない場合は、申告の受付が
できないことがあります。

●農業所得における水稲の所得標準が平成18年分から廃止されました。

　平成17年分までの農業所得における水稲の所得は、所得標準に基づいた所得の計算が可能でしたが、平成18
年分からは、すべて収支計算に変わります。自分で収入・支出（経費）を整理したうえで申告することになります。

※　平成19年から市県民税と所得税が大きく変わります【税源移譲】
　　　　→　詳しくは、「広報五條」18年12月号および五條市ホームページをご覧ください。

■問合先　税務課市民税係　本（内線２５６、２９８）
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障 害 者 別 身 体 障 害 者 戦 傷 病 者
視覚障害 １級〜４級 特別〜４項症
聴覚障害 ２級・３級 特別〜４項症

言語機能障害 ３級 特別〜２項症
平衡機能障害 ３級 特別〜４項症
上肢不自由 １級・２級 特別〜３項症
下肢不自由 １級〜６級 特別〜６項症　第１〜第３款
体幹不自由 １級〜５級 特別〜６項症　第１〜第３款

乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障害

上肢機能 １級・２級
下肢機能 １級〜６級

内臓障害（心・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸） １級・３級 特別〜３項症
免疫機能障害 １級〜３級

知的障害 療育手帳Ａ
精神障害 国民年金法施行令別表に定める１級の精神障害の状態

　原動機付自転車を、廃車や譲渡した場合は、すみやかに申告してください。
　軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税されますので廃車・譲渡した場合は、次の要領で必ず申告してく
ださい。
　申告を怠ると、所有していなくても課税されます。

■廃車・譲渡の手続き
▽原動機付自転車（125cc以下）
　ナンバープレート・原動機付自転車申告済証・印かんを持って下記受付窓口で手続きをしてください。
　盗難にあった人は、警察へ被害届出をしたのち、下記受付窓口で廃車手続きをしてください。
▽軽自動車
　奈良県軽自動車検査協会（大和郡山市額田部北町980−３　☎０７４３・５８・３０１８）で手続きをしてく
ださい。
▽二輪の小型自動車（250ccを超えるもの）および軽二輪（125ccを超え250cc以下）
　奈良県陸運支局（大和郡山市額田部北町981−２　☎０５０・５５４０・２０６３）で手続きをしてください。
■転出の際の手続き
　ほかの市町村へ転出する人で原動機付自転車を所有する場合は、転出後15日以内に下記受付窓口に標識を返
納し、転出先の市区町村役場で新しい標識の交付を受けてください。
■受付窓口　税務課庶務係（本庁）、西吉野支所住民課、大塔支所住民厚生課

■問合先　税務課庶務係　本（内線３３３）

原付自転車・軽自動車の
廃車・譲渡・転出手続きはお早めに

　身体や精神に障害のある人のために使用される原動機付自転車・軽自動車は、次に該当する場合、軽自動車税
の減免を受けることができます。（対象車は１台に限ります）
①身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人で、自らが運転するもの。
②身体に障害のある人の通学、通勤、通院などのために用いる車で、身体障害者などと生計を一にする家族が
運転する軽自動車など。
　なお、対象となる障害の範囲は＜別表＞のとおりです。
　該当する場合は、障害者手帳、運転免許証、印かん、原動機付自転車申告済証または検査証を持って、３月
30日（金）までに、市役所本庁税務課、西吉野支所住民課または大塔支所住民厚生課で手続きを行ってください。
手続きをしないと、４月１日現在の所有者に軽自動車税が課税されます。　

〈別表〉 身体障害者・戦傷病者本人が運転する場合

※身体障害者、戦傷病者と生計を一にする家族が運転する場合は、上記と異なりますので税務課まで問い合せ
てください。
■問合先　税務課庶務係　本（内線３３３）

軽自動車税の減免申請は３月30日までに
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国民健康保険の

■問合先
　保険課　本（内線２６７、３６７）
　西吉野支所 住民課　西（内線１７）
　大塔支所 住民厚生課　大（内線２１）

加入・脱退の手続きは
14日以内に

届け出を忘れずに

　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便局で
納付してください。
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用くだ
さい。
　各税目の納期限については、納付書で確認してください。
■問合先
　税務課徴収係　本（内線２５９、２６０）
　保険課保険税係　本（内線２６６、３６８）

2月は
固定資産税・都市計画税（第4期）

国民健康保険税（第8期）
の納期です。

戦傷病者の妻の皆さんに
特別給付金が支給されます
　この特別給付金は、戦傷病者の介護を永年行ってきた妻の苦労に対し、国として慰謝を行うことを目的として、
戦傷病者の妻に支給されるものです。

◎第18回、および第20回特別給付金を受給していた戦傷病者の妻の場合
次のいずれかの制度の対象となります。
▼「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の継続支給
　戦傷病者が、平成18年10月１日に、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害年金等を受けている場合に、
その妻に支給されます。
▼「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の特例支給
　戦傷病者が、平成８年10月１日（または平成５年４月１日）以降平成15年３月31日までの間に、一般のけが
や病気で死亡（平病死）した場合に、その妻に支給されます。
▼「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給
　戦傷病者が、平成８年10月１日（または平成５年４月１日）以降平成15年３月31日までの間に、公務傷病や
勤務関連傷病で死亡した場合に、その妻に支給されます。
◎新たに戦傷病者の妻となった場合
▼平成13年４月２日から平成15年４月１日の間に、夫が戦傷病者として、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、
障害年金等の受給権を取得した場合に、その妻に支給されます。
▼上記の期間内に、戦傷病者としてこれらの年金受給者と婚姻をした妻に支給されます。

請求手続きなど、詳しくは、下記担当課へ問い合わせてください。

■受付期間　平成21年９月30日まで
■受付窓口　社会福祉課福祉係　本（内線２０９、２９９)
　　　　　　西吉野支所厚生課　西（内線１８）
　　　　　　大塔支所住民厚生課　大（内線４１）

外国人高齢者特別給付金の対象となる皆さんへ
　五條市に居住する大正15（1926）年４月１日以前に生まれた外国人で、現在外国人高齢者特別給付金を受け
ていない場合は、同給付金を受けることができます。
　ただし、次のいずれかに該当する場合は受けられません。
　▼生活保護を受けている人
　▼施設に入所している人
　▼公的年金を年間180,000円以上受けている人
　▼本人と扶養義務者の年間所得が上限額（6,536,000円）を超えている人
　▼五條市外国人重度障害者特別給付金を受けている人
■問合先  介護福祉課高齢対策係　本（内線２９２、２４９）
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一斉放水

　五條市成人式が、１月８日の成人の日に市民
会館で行われ、新成人の門出を祝福しました。
　今年は市内で男性211人、女性235人の合
計446人が新成人となりました。
　オープニングではバンドの「アマネ」が現代
風にアレンジした「天誅音頭」を演奏し、式典
を盛り上げました。

平成１９年五條市成人式
４４６人が晴れて成人

意見を発表した６人の新成人

消防出初式

　新成人を前に榎市長は「自身で人生を切り開
ひらいてほしい。」と式辞を述べ、続いて新成
人を代表して、６人が自身の夢や両親、家族な
どへの感謝の気持ちを込めた意見を発表。出
席者は20歳の喜びと責任を感じていました。

平　　純考さん 鷹𡌛　悠 さん

寺本　恵実さん 堀    哉恵さん

　平成19年五條市消防出初式が１月14日、上
野公園駐車場で奈良県警察音楽隊の特別参加
のもと盛大に行われました。

　式典には、消防団員558人、消防職員50人、
赤十字奉仕団15人が参加し、消防活動に功績
のあった優良消防職・団員に表彰が行われた後、
奈良県防災ヘリコプターおよび消防団車両によ
る一斉放水があり、色とりどりの水煙に懸ける
市民の防火防災への願いと誓いを新たにしまし
た。

宗部　琴恵さん 石井  信光さん

10五條ニュース



一歩一歩山頂を目指して

市民卓球大会

一般男子シングルス 優　勝　西前　拓哉（猛卓党）
 準優勝　森脇　隆士（市役所）
 ３　位　斉藤　満義（猛卓党）

一般女子シングルス 優　勝　山本　仁子（猛卓党）
 準優勝　丹喜加奈子（卓友会）
 ３　位　塩路美千代（卓友会）

ダブルス 優　勝　中岡　新作・西前　拓哉
 準優勝　田野瀬俊夫・青木　隆
 ３　位　峯野　博己・中山　良幸

厄よけ・五穀豊穣を祈る

　国の重要無形民俗文化財である念仏寺(大津町)の
「陀々堂の鬼はしり」が、１月14日に行われました。
　午後９時、読経の声やほら貝・大太鼓の音が響く中、
父鬼・母鬼・子鬼の３人の鬼たちが登場しました。

陀々堂の鬼はしり

ほうじょう

　そして火手(カッテ)役が行事の安全を祈って空中で
水の字にたいまつを振る「火伏（ひぶせ）の行」を行っ
てから、３人の鬼たちが重さ60キログラムもあるたい
まつをかざして堂内を巡り、訪れた参拝者は今年の幸
せを祈りました。

　第30回雪中金剛登山が１月20日に行われ、
市内の211人の小・中学生が参加し、山頂を目
指しました。今年は暖冬の影響で雪のない登
山になりましたが、天候にも恵まれ汗をかきな
がら楽しく登りました。昼食場所のキャンプサ
イトでは、スカウト育成協議会により温かい豚
汁が振舞われました。

雪中金剛登山

中学男子シングルス 優　勝　北野　翔大（野原中）
 準優勝　鍛冶　和宏（野原中）
 ３　位　坂本　一生（野原中）

中学女子シングルス 優　勝　西前　美咲（五條中）
 準優勝　斉藤　真帆（野原中）
 ３　位　松谷　美咲（東　中）

　第23回市民卓球大会が昨年の12月23日、宇智体育館で行われました。結果は次のとおりです。
（敬称略）
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前年所得が次の計算式で計算した範囲内であること 納付額（月額）
全額免除 （扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円 0円

４分の３免除 78万円＋（扶養親族の数×38万円）＋社会保険料控除額等 4,470円 
半額免除 118万円＋（扶養親族の数×38万円）＋社会保険料控除額等 6,930円

４分の１免除 158万円＋（扶養親族の数×38万円）＋社会保険料控除額等 10,400円

今は、どうしても保険料がおさめられない…①

　「保険料を納めるのが大変」そんなときは未納のままにしておくのではなく、免除の申請をおすすめします。そ
れは免除を受けておくほうがあなたの年金にとって有利だからです。

 どのような人が申請できるの。
 ・所得が一定以下の場合。
・会社などを退職した場合。
・事業をしていたが倒産したり、災害にあったなど特別な事情がある場合。

 どのくらいの収入なら免除申請できるの。
 ・前年の本人・配偶者・世帯主の所得に基づき、社会保険事務所で決定されます。
・18年７月から免除制度が４段階になり所得の基準額にも段階ができました。
　段階ごとに納める保険料も変わります。
▼免除の対象となる所得の「めやす」
　平成18年４月〜平成19年３月保険料  １３，８６０円（月額）

＊所得によって決められた納付額を納めないまま２年経過すると未納になります。

30歳以下の人はさらに・・・　（若年者納付猶予制度）
・30歳未満（学生を除く）の人が、世帯主の所得が基準を超えるために申請免除が認められない場合で、保険

料を納めることが困難であるとき、申し出により、30歳未満である期間について、保険料の支払いを猶予
するものです。また、猶予された期間の保険料は10年以内なら後から納めることもできます。

 若年者納付猶予が認められた場合、年金は受けられるの。
 若年者納付猶予が認められた期間は、老齢年金の年金額には反映されませんが、未納期間とは異なり、老齢
年金を受けるために必要な資格期間（厚生年金や共済年金など他の年金の加入期間等と合わせて25年必要）に
含まれます。また事故・病気等により障害者となった場合は、障害年金を受ける事ができます。

 猶予された期間の保険料は将来納めなければいけないの。
 納付猶予が認められた月から１０年以内なら、さかのぼって納めることができます。これを追納といいます。
追納された場合は、納めた場合と同じように老齢年金の年金額が計算されるので、就職してゆとりができた
場合は、追納されることをおすすめします。
※追納する保険料には、経過した年数に応じて一定額が加算されます。

学生で所得が少ない人は・・・　（学生納付特例制度）
　学生は一般的に収入が少ないことから、本人の所得がアルバイト程度で一定以下の場合は、申し出により
在学期間の保険料を後で納めることができる特例制度があります。
▼学生納付特例を申請し認められた場合は、申請された月の属する年度の３月まで保険料の納付が猶予され

ます。次の年度も保険料の納付が困難な場合あらためて申請が必要です。
▼また、学生納付特例の承認期間と異なり、免除と若年者納付猶予の承認期間は７月から翌年の６月までです。

次の年度も保険料の納付が困難な場合７月に申請手続きが必要です。

 学生納付特例が認められた場合、年金はうけられるの。
 学生納付特例が認められた期間は、老齢年金の年金額には反映されませんが、未納期間とは異なり、老齢年
金を受けるために必要な資格期間（厚生年金や共済年金など他の年金の加入期間等と合わせて25年必要）に含
まれます。また事故・病気等により障害者となった場合は、障害年金を受ける事ができます。
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 猶予された期間の保険料は将来納めなければいけないの。
 納付特例が認められた月から10年以内なら、さかのぼって納めることができます。
これを追納といいます。追納された場合は、納めた場合と同じように老齢年金の年金額が計算されるので、
就職してゆとりができた場合は、追納をおすすめします。

　　　※追納する保険料には、経過した年数に応じて一定額が加算されます。
 どこへ行けば手続きができるの。
 市役所市民課年金係に申請書があります。職員がくわしく説明を行います。お気軽にご相談ください。また
追納を希望する場合の『納付書』の再発行の際も連絡してください。

 何をもっていけばいいの。
 ・印鑑（認印）　
・離職票または雇用保険受給者証（会社等を退職したことを理由に免除申請する場合）
・廃業届（事業をしていたが倒産したことで免除申請する場合）
・り災届（天災、火災その他これらに類する災害で被害総額が財産の２分の１以上となる損害を受けたことで

申請する場合）
・学生証または在学証明書（学生納付特例を申請する場合）

　社会保険庁や社会保険事務所などから年金に関する通知が届いたら、すぐ開いてわかりにくいことは社会保険
事務所または、市役所年金係へ問い合わてせください。内容によっては期限があり、そのまま放っておくと手続
きできなくなることがあります。

■問合先　市民課年金係　本（内線３７０、２６８）

　口座振替なら一度手続きするだけで、あなたの預（貯）金口座から自動的に保険料を納めることができるので、
納め忘れの心配がなく、納めに行く手間が省けてとても便利です。

　 「前納」や「早割制度」を利用すると、保険料が割引されてたいへんお得です。

◎１年度分を口座振替で前納……保険料が3,490円割引
◎６か月分を口座振替で前納……保険料が 490円割引（ 割引額は平成18年度の割引額）
＊１年前納は４月末、６か月前納は４月末および10月末の引き落としに限られています。
　ご希望の場合は、２月28日(水)までに社会保険事務所または金融機関まで。

 口座振替だけの割引 
毎月の納付も口座振替がお得です！（早割制度がおすすめです）

　引き落とし方法を、毎月納付（当月末振替による早割）にすると保険料が月々 50円お安くなります。年間
600円お得です。（平成18年度の割引金額です）

申込みはお早めに！ 
　○手続きは、市役所（年金係）・社会保険事務所または金融機関で簡単にできます。
　○申出書が必要な場合は、社会保険事務所までご連絡いただければ郵送します。

■問合先　大和高田社会保険事務所　☎０７４５・２２・３５３１
　　　　　市民課年金係　　本（内線３７０、２６８）

国民年金保険料の納付は口座振替が断然お得です
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最低賃金件名 日額（円） 時間額（円）
奈良県最低賃金（18．10．１発効） − 656
産
業
別
最
低
賃
金

一般機械器具製造業（18．12．25発効）  − 761
電機関係製造業＊ （18．12．25発効） − 761
自動車小売業（18．12．25発効） − 760
木材・木製品・家具・装備品製造業（製材熟練等）

（元．１．25発効） 6,527 816

　五條市が発注する物品の入札(見積)に参加を希望する業者は申請手続きをしてください。（水道局、建設課、学
校給食センター、花咲寮、保育所の一部物品を除く）
　申請受理された業者は、市役所各部局で物品を発注する際の業者名簿に登録されます。
■受付期間　２月28日（水）までの（土・日、祝日は除く）午前９時〜正午、午後１時〜５時
＊提出方法は持参に限る。
■有効期間
　この申請による有効期間は、平成19年４月１日から平成21年３月31日の２か年となります。
■提出書類
　財政課で申請要領および申請書類を配布するほか、五條市ホームページ（http://www.city.gojo.lg.jp/）から
ダウンロードもできます。
■受付・問合先　財政課管財係　本（内線２１３）

平成１９・２０年度物品競争入札(見積)
参加資格審査申請を受け付けます

　学校給食センターでは、市立小・中学校の給食に、新鮮で良い材料（県給食会あっ旋物資、米穀、パン、牛乳を除く）
を提供できる納入業者を募集します。

■受付期間　２月19日（月）〜３月２日（金）
■提出書類
　①五條市学校給食用物資納入業者登録申請書
　②所轄税務署の完納証明書（所得税非課税の場合は県市民税完納証明書）
　③食品衛生法に基づく営業許可書（写し）
　④食品衛生監視採点票
■申込・問合先　市立学校給食センター
　五條市岡町２１０番地の１　☎２２・１２８８

平成１９年度学校給食用物資納入業者を募集します

　奈良県における平成18年度の最低賃金は、特定の産業に適用される産業別最低賃金の金額も改正され、下表の
とおりとなりました。
　最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなど雇用形
態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。使用者は、適用される最低賃金額等を周知するとと
もに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません。

＊発電用・送電用・配電
用・産業用電気機械器具製
造業、民生用電気機械器具
製造業、電子部品・デバイ
ス製造業

「ねぇ　みんな、この金額に目を留めて。」
○産業別最低賃金の適用については、年齢・業務により適用除外となる場合がありますので、詳しいことは、奈
良労働局または最寄りの労働基準監督署へお気軽にお問い合わせください。

奈良県の最低賃金

奈良労働局賃金室　　☎０７４２・３２・０２０６
奈良労働基準監督署　☎０７４２・２３・０４３５
葛城労働基準監督署　☎０７４５・５２・５８９１

桜井労働基準監督署　☎０７４４・４２・６９０１
大淀労働基準監督署　☎０７４７・５２・０２６１

1�くらしのメモ



旧 の 手 数 料 10キログラムにつき 60円

改正後の手数料

１回の搬入量が200キログラム未満の場合
10キログラムにつき 120円

１回の搬入量が200キログラム以上の場合
10キログラムにつき 150円

改　 正　 日 ４月　１日

区　分 単　位 使　用　料
市　内 市　外

火 葬 場

大人（12歳以上） １体につき 30,000円 120,000円
小人（12歳未満） １体につき 15,000円 60,000円

小動物（犬、猫等） 10kg以下 5,000円 20,000円
10kgを超え５kg増すごとに 2,000円 8,000円

附属施設 待　合　室
７時間まで（９時〜16時） 60,000円 120,000円
17時間まで（16時〜翌日９時） 70,000円 140,000円
24時間まで（16時〜翌日16時） 100,000円 200,000円

みどり園からのおしらせ

直接搬入するごみの処理手数料を改正します
　みどり園では、ごみ減量化を推進するため、直接搬入するごみの処理手数料を、下記のとおり改正します。
　なお、ごみ袋の単価は、従前どおりです。
　ご理解とご協力をよろしくお願いします。

＊注１　10キログラム未満は、10キログラムとみなします。
＊注２　200キログラム以上の場合、最初の10キログラムから150円となります。

ごみの減量化にご協力をお願いします
○古新聞・古雑誌・ダンボール・古衣類は、できるだけ資源集団回収時に出しましよう。
　（一部実施していない自治会があります。）
○循環型社会形成にむけて３Ｒの実践を！
　▼リデュース（発生抑制）……ごみを出さないように考えましょう。
　▼リユース（再使用）…………もう一度使えないか工夫してみましょう。
　▼リサイクル（再生利用）……再資源として利用できるようにただしく分別しましよう。

■問合先　みどり園　☎２４・４１１１

一部供用を開始しました

五條市斎場〜ハートピアさくら〜
　五條４丁目地内に建設工事が進められていた新火葬場の、一部供用
を開始しました。
　（動物炉については、４月供用開始予定です。）
　名称は、五條市斎場「ハートピアさくら」　所在地は、五條４丁目10
番１号です。
　斎場施設等の主な使用料は、次のとおりです。

　なお、表中の「市内」とは、死亡者等（胎児については、その父または母をいい、小動物については、その飼い
主をいう。）が死亡時に本市の住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている場合をいい、「市外」と
は、それ以外の場合をいいます。
　斎場施設等の使用について、詳しくはお問い合わせください。
■問合先　五條市斎場「ハートピアさくら」　☎２２・５６２５

斎場施設等の主な使用料
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五條会場
■実施日　２月23日（金）
■受付時間　午前９時30分〜正午、午後１時〜４時
■場所　市役所自治会館（市役所本庁西側）

西吉野会場
■実施日　３月４日（日）
■受付時間　午前10時〜11時、正午〜午後３時
■場所　西吉野コミュニティセンター（西吉野町八ツ川）

奈良電子自治体共同運営システム 

　古都なら
　五條市では、2月1日から「奈良電子自治体共同運営システム（愛称：ｅ古都なら）」でのオンラインサービス（電
子申請）を開始しました。
　五條市ホームページ（http://www.city.gojo.lg.jp）の右下にある「ｅ古都なら」バナーをクリックして利用でき
ます。

電子申請サービス 受付担当課
各種ガン検診 カルム五條（保健福祉センター）　☎２５・２６３１
飼い犬の死亡届 生活環境課　　☎２２・４００１（内線３９１）

　また、下記の施設について、3月1日（木）から施設予約・空き状況照会サービスを開始します。
　オンラインで施設予約サービスを利用して予約を行うには、あらかじめ来場の上、利用者登録を行う必要があ
ります。利用者登録を行うと、「ｅ古都なら」で施設予約サービスを実施している県内の公共施設で利用可能な利
用者ＩＤを発行します。利用者登録は、下記施設窓口で受付します。（空き状況照会のみ利用の場合は、利用者登
録の必要はありません）

提供サービス 会館・公園名 施設名

施設予約・空き状況照会 カルム五條（保健福祉センター）
　　　　　　☎２５・２６３１ 運動実技指導室（体育館）

空き状況照会

上野公園　　☎２４・２５４９ 野球場、多目的グラウンド
阿田峯公園　☎２６・３７５１ 多目的グラウンド、体育館

中央公民館　☎２４・２００１ 美工芸実習室、調理実習室、和室、研修室、クラブ室、
会議室Ａ、会議室Ｂ、大会議室、音楽視聴覚室、控室

■問合先
　▽サービスの内容に関するもの　上記の各担当部署
　▽パソコンの入力操作等に関するもの　ヘルプデスク　☎０７４２・６４・００８８

献血にご協力を 

はたちの献血キャンペーン実施中
　近年献血者は減少傾向にあり、特に冬場の血液不足は深刻となっています。また、１月２月は二十歳の献血キャ
ンペーン中です。この機会に、みなさんのご協力をお願いします。

■対象者　満16歳〜満69歳で、体重が男性45kg以上、女性40kg以上の人
（ただし65歳以上の献血者については、60歳から64歳に献血経験のある場合に限ります。また、ヤコブ病に伴
い、欧州渡航歴のある人については、滞在期間により献血ができない場合があります。）
■献血内容　200ml、400ml
■注意　輸血用血液の安全性を高めるため献血の際、本人確認を実施していますので、保険証・運転免許証など
本人確認のできるものを持参してください。
■問合先　保健福祉センター成人保健係　本（内線２９０）

　北方領土は、北海道根室市・納沙布岬沖のつらなる歯舞群島・色丹島・国後島およ
び択捉島の４つの島のことをいいます。
　これらの島々は私たちの父祖が開拓してきた日本固有の領土です。昭和20年の終戦
以来、今もロシアによる不法占拠が続いています。
　この北方四島の一括返還を実現して平和条約を結び、日露両国の間に真の安定した
友好関係を築きたい。それが、わが国の基本的な考えです。
■問合先　北方領土返還要求運動奈良県民会議　☎０７４２・２７・８３２５

われらの北方領土

ｅ
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平成20年
五條市成人式の開催について
平成20年五條市成人式を次のとおり行います。
■日時　平成20年１月13日（日）
　　　　午前９時30分から受付、10時開式
■場所　市民会館大ホール
■対象　昭和62年４月２日〜

昭和63年４月１日生まれの人
■問合先　生涯学習課　本（内線８２４、８２５）

第２回五條市
西吉野ふれあい文化祭
■開催日　３月３日（土）、４日（日）の２日間
■場　所　西吉野コミュニティセンター、白銀南体育館、
　　　　　白銀南公民館
■内　容
○発表部門
　▼３日　カラオケ発表
　▼４日　町内保育所・幼稚園群読、民謡、舞踏、大正琴、

詩吟、コーラス、ハンドベル、囲碁等の発表
○展示部門
　▼３日・４日の２日間

工芸、手芸、生け花、盆栽、書道、写真、町内保幼小
中児童生徒の作品等の展示

○企画部門
　▼４日　模擬店（たこ焼き、こんにゃく、から揚げ、ドー

ナツ、コロッケ、ヨーヨー、当て物、手作りせっけん等）
○その他
　▼４日　健康作りコーナー（献血）の実施

■問合先　五條市西吉野ふれあい文化祭実行委員会事務局
　　　　　（西吉野支所住民課内）　 西（内線２５）

3月25日
「南朝の里賀

あ

名
の

生
う

寺子屋塾」開催
　梅の花が咲き誇る季
節が到来。南朝の史跡
を訪ね、歴史について
学び語り合い賀名生梅
林散策で、楽しい一日
を過ごしませんか。

■日時　３月25日（日）午前９時30分〜午後２時
■場所　賀名生の里歴史民俗資料館（西吉野町和田27−１）
■定員　25人
■テーマ　「南朝遺跡と西吉野歴史散歩」
※堀家住宅（賀名生皇居跡）・資料館・北畠親房公墳墓の見
学および賀名生梅林の散策
■話題提供者　中上淳司（賀名生の里歴史民俗資料館長）
■参加費　500円（皇居跡見学費・お茶菓子代）
■持ち物　昼食用弁当
■申込締切　３月20日（火）
■申込・問合先　賀名生の里歴史民俗資料館
　　　　　　　　☎・FAX３２・９０１０

五
條
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く
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の
集
い
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募
集
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児
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２
月
26
日（
月
）午
前
10
時

〜
正
午

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

先
着
16
人（
五
條
市
に
在

住
ま
た
は
勤
務
す
る
成
人
）

■
テ
ー
マ　

簡
単
手
作
り
パ
ン

■
指
導
者　

足
立
敦
子
先
生（
Ｍ
Ｂ

Ｓ「
水
野
真
紀
の
魔
法
の
レ
ス
ト

ラ
ン
」フ
ー
ド
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
）

■
参
加
費　

１
，
１
０
０
円（
材
料

費
８
０
０
円
、
利
用
団
体
会
費

３
０
０
円
）

■
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
タ
オ
ル
、

ふ
き
ん
、
筆
記
用
具
、
料
理
持
ち

帰
り
用
の
容
器

■
申
込
方
法　

２
月
21
日（
水
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
定
員
に
な
り

次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

■
そ
の
他　

託
児
あ
り
（
２
歳
以
上

就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・
無
料
）

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

コ
ン
テ
ナ
ガ
ー
デ
ン
講
座

　

季
節
の
訪
れ
を
コ
ン
テ
ナ
の
中
で

楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

３
月
12
日（
月
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

先
着
20
人（
五
條
市
に
在

住
ま
た
は
勤
務
す
る
成
人
）

■
テ
ー
マ　

ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
で

装
う
早
春
の
寄
せ
植
え

■
指
導
者　

青
木
恵
子
先
生

■
参
加
費　

２
，
３
０
０
円（
材
料

1�



し尿くみ取りのお知らせ
〈大塔地区〉

　３月のくみ取りについては、冬場のため
道路への積雪や路面の凍結が予想されるの
で、予定日の設定は行いません。くみ取り
を希望する場合は、直接業者に問い合わせ
てください。
■申込・問合先　ダイワクリーンサービス
　　　　　　　　☎０７４５・５２・３３７２

催し

生涯学習講演会
　五條市では生涯学習の一環として、市民一人ひとりが心を豊かにし、生活に喜び
と潤いを与え生きがいのある人生を送っていただくため、講演会を開催します。
■日時  ２月24日（土）午後１時30分〜３時30分
■場所  市民会館大ホール
■講師  食文化はやらし隊・隊長  林  繁和  さん
■テーマ  「食の楽しみ  食育は手作りから」
■入場料  無料
■問合先  生涯学習課　本（内線８１８、８２０）

林　繁和（はやし　しげかず） 
大阪市出身、辻学園調理技術専門学校にて料理を幅広く学ぶ
　昭和46年　ヨーロッパ諸国、エジプトを洋菓子・パン・フランス料理の技術、

知識研鑽のために訪問
　昭和53年　再び渡欧し研修を重ねる
　昭和59年　西日本洋菓子コンクールに入賞
　平成　元年　全国洋菓子博覧会にて三笠宮寛仁親王名誉総裁賞受賞
　平成 5年　ドイツ洋菓子職人世界選手権日本代表として出場
　平成 8年　西日本洋菓子コンクール工芸菓子の部最優秀賞受賞

【今までの主な出演番組】 
　朝日放送「探偵ナイトスクープ」、よみうりテレビ「八方ぐるぐるグルメ旅」など

【その他の活動】
　主な新聞社、雑誌社の料理講習会講師として活躍

林　繁和さん

費
２
，
０
０
０
円
、
利
用
団
体
会

費
３
０
０
円
）

■
持
ち
物　

ガ
ー
デ
ン
グ
ロ
ー
ブ

（
軍
手
）、
筆
記
用
具
、
作
品
持
ち

帰
り
用
袋
、
ス
コ
ッ
プ
、
古
新
聞

■
申
込
方
法　

２
月
28
日（
水
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
定
員
に
な
り

次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

■
そ
の
他　

託
児
あ
り
（
２
歳
以
上

就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・
無
料
）

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

ネ
イ
ル
ア
ー
ト
講
座

　
「
手
作
り
お
し
ゃ
れ
講
座
」７
回
目

は
ネ
イ
ル
ア
ー
ト
の
講
座
で
す
。

　

指
先
は
大
事
な
お
し
ゃ
れ
の
ポ
イ

ン
ト
で
す
。
プ
ロ
か
ら
コ
ツ
を
学
ん

で
、
指
先
を
美
し
く
飾
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。
き
っ
と
気
分
も
変
わ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

■
日
時　

３
月
17
日（
土
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

先
着
20
人（
五
條
市
に
在

住
ま
た
は
勤
務
す
る
18
歳
以
上
の

人
）

■
テ
ー
マ　

春
の
ネ
イ
ル
楽
し
み
ま

し
ょ
う

■
指
導
者　

前
田
ゆ
き
先
生

■
参
加
費　

２
，
８
０
０
円（
材
料

費
２
，
５
０
０
円
、
利
用
団
体
会

費
３
０
０
円
）ト
ッ
プ
コ
ー
ト
、

ス
ト
ー
ン
他
を
含
み
ま
す
。

■
持
ち
物　

マ
ニ
キ
ュ
ア
、ガ
ー
ゼ
、

タ
オ
ル

■
申
込
方
法　

３
月
２
日（
金
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
定
員
に
な
り

次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

■
そ
の
他　

託
児
あ
り
（
２
歳
以
上

就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・
無
料
）

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

親
子
ふ
れ
あ
い
広
場
（
体
験
教
室
）

■
日
時　

３
月
24
日（
土
）午
前
９
時

中
央
公
民
館
出
発
、
午
後
６
時
同

到
着

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

先
着
20
人（
五
條
市
に
在

住
の
小
学
生
お
よ
び
中
学
生
と
そ

の
保
護
者
）

■
テ
ー
マ　
（
館
外
学
習
）兵
庫
県
西

脇
市

　

に
し
わ
き
経
緯
度
地
球
科
学
館

「
テ
ラ
・
ド
ー
ム
」へ
行
き
ま
し
ょ

う
！
〜
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
、
天
体

観
測
、
科
学
教
室
な
ど
の
体
験
を

し
よ
う
！
〜

■
参
加
費　

大
人
８
１
０
円（
入
館

料
５
１
０
円
、
利
用
団
体
会
費

3
0
0
円
）、

　

小
・
中
学
生
３
０
０
円

■
持
ち
物　

弁
当
、
敷
物
等

■
申
込
方
法　

３
月
16
日（
金
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
定
員
に
な
り

次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

ご
じ
ょ
う
ば
う
む学芸
員
ト
ー
ク

　

休
日
の
ひ
と
時
、
歴
史
の
好
き
な

人
同
士
で
歴
史
や
文
化
財
の
こ
と
を

語
り
合
い
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

２
月
18
日（
日
）午
後
２
時

か
ら

■
場
所　

市
立
五
條
文
化
博
物
館
別

館
■
定
員　

20
人（
先
着
順
）

■
今
月
の
話
題
提
供
者　

前
坂
尚
志

（
当
館
学
芸
員
）

■
参
加
費　

２
０
０
円（
茶
菓
子
代
）

■
申
込
・
問
合
先

　

市
立
五
條
文
化
博
物
館

　

☎
２
４
・
２
０
１
１

第
23
回
朗
読
発
表
会

■
日
時　

３
月
４
日（
日
）午
後
１
時

30
分
開
演

■
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

■
朗
読
作
品　
「
お
こ
ん
じ
ょ
う
る

り
」、「
で
ん
で
ん
む
し
の
か
な
し

み
」ほ
か

■
入
場
料　

無
料（
お
み
や
げ
有
）

■
そ
の
他　

五
條
市
朗
読
サ
ー
ク
ル

で
は
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で
あ
な

た
も
朗
読
の
勉
強
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

■
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

五
條
市
詩
吟
愛
好
者
発
表
会

　

中
央
公
民
館
を
は
じ
め
と
す
る
市

内
の
各
公
民
館
等
で
詩
吟
を
学
ぶ

ＪＲ西日本から
和歌山線北宇智駅構内改良工事に伴う
電車の運行および代行バス運行のお知らせ
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　「広報五條」は原則新聞折り
込み（ただし全国紙等）で配布
します。新聞を購読していない、
または新聞広告等が折り込まれ
ていない世帯については、個別
発送希望の申請を行ってくださ
い。
インターネットの五條市ホームページ
（http://www.city.gojo.lg.jp/）
にも「広報五條」を掲載してい
ます。

人
々
お
よ
び
先
生
が
発
表
す
る「
第

７
回
五
條
市
詩
吟
愛
好
者
発
表
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時　

３
月
11
日（
日
）午
前
９
時

30
分
〜
午
後
３
時

■
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

■
発
表
流
派　

関
心
流
、
光
世
流
、

東
嶺
流
、
和
秀
流
、
関
西
吟
詩

■
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

自
衛
官
採
用
試
験

○
予
備
自
衛
官
補

■
試
験
日　

４
月
14
日（
土
）〜
16
日

（
月
）（
内
１
日
）

■
受
験
資
格　

18
歳
以
上
34
歳
未
満

■
受
付
期
間　

４
月
９
日（
月
）ま
で

■
待
遇
等　

身
分
＝
非
常
勤
の
特
別

職
国
家
公
務
員
、
手
当
等
＝
教
育

訓
練
招
集
手
当
日
額
７
，
９
０
０

円
・
訓
練
招
集
旅
費
支
給

■
問
合
先

　

自
衛
隊
五
條
地
域
事
務
所

　

☎
２
２
・
３
７
８
９

精
神
科
関
連
の
医
療
機
関
に

か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
の

家
族
の
皆
さ
ん
へ

家
族
会「
え
び
す
会
」

　

精
神
障
害
を
持
つ
人
の
家
族
が
中

心
と
な
り
、
当
事
者
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
家
族
同
士
で

心
配
事
や
悩
み
事
の
話
し
合
い
を
第

２
金
曜
日
の
夜
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

悩
ん
で
い
る
、
だ
れ
か
に
話
を
聞

い
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
、

自
分
だ
け
で
な
く
ほ
か
の
人
の
話
を

聞
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
人

は
、
家
族
会
の
話
し
合
い
に
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
ま
ず
は
市
役
所
社

会
福
祉
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
先

　

社
会
福
祉
課
福
祉
係
本（
内
線

２
９
９
、２
０
９
、３
８
７
）

相
談
支
援
事
業
所
が

開
設
さ
れ
ま
し
た

　

心
身
に
障
害
を
持
っ
て
い
る
人
や

家
族
の
皆
さ
ん
の
来
所
面
接
、電
話
、

自
宅
訪
問
な
ど
希
望
す
る
方
法
で
相

談
に
応
じ
ま
す
。
匿
名
で
の
相
談
も

可
能
で
す
。

■
日
時　

毎
週
金
曜
日
、
第
１
・
第

３
水
曜
日
午
前
10
時
30
分
〜
午
後

４
時

▽
電
話
相
談（
☎
２
５
・
４
１
１
１
）

　

平
日
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
30
分

（
五
條
相
談
室
の
開
所
日
で
な
い
日

は
、
大
淀
町
に
あ
る「
相
談
支
援
事

業
所
の
ど
か
本
部
」に
転
送
さ
れ
ま

す
）

■
場
所　

福
祉
セ
ン
タ
ー

■
費
用　

無
料

■
問
合
先

　

社
会
福
祉
課
福
祉
係
本（
内
線

２
０
９
、２
９
９
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

《
善
意
銀
行
》

　

石
田
富
貴
子（
小
和
町
）

　

西
吉
野
中
学
校

　

五
條
市
ス
カ
ウ
ト
育
成
協
議
会

　

社
会
福
祉
法
人
正
和
会

　

小
さ
な
小
さ
な
シ
ュ
フ
の
店（
上

野
町
）

　

平
井
利
光（
丹
原
町
）

　

友
遊
会

　

井
上
富
雄（
須
恵
）

　

宮
﨑
晴
之（
霊
安
寺
町
）

《
福
祉
基
金
》

　

高
野
山
真
言
宗
内
吉
野
宗
務
支
所

寺
院

ＪＲ西日本から
和歌山線北宇智駅構内改良工事に伴う
電車の運行および代行バス運行のお知らせ

　和歌山線北宇智駅近傍の住川街道踏切の遮断時間の短縮および電車運転の保安度
向上を目的に、北宇智駅構内改良工事を３月17日（土）から翌日にわたり実施しま
す。お客様、周辺住民の皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただきご協力を
よろしくお願いします。

■電車の運行
　▽３月17日（土）午後10時ごろ　から　18日（日）午前9時ごろ　まで
　　北宇智駅に停車しません
　▽３月18日（日）午前 9時ごろ　から　午後5時30分ごろ　まで
　　五条〜吉野口駅間の運転を取りやめます
■バス代行
　▽３月17日（土）午後10時ごろ　から　18日（日）午後5時30分ごろ　まで
　　五条〜吉野口駅間でバス代行を実施します
※改良工事当日の電車・バスの時刻については決定次第、五条駅と北宇智駅に

掲示してお 知らせします。

■問合先　ＪＲ西日本お客様センター
　　　　　☎０５７０・００・２４８６（固定電話からは市内通話料）
　　　　　☎０７８・３８２・８６８６（有料）
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